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一般社団法人静岡県トラック協会 
静岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 

本年１０月１日「自動車運送事業者に対する飲酒・酒気帯び運転等に

対する行政処分」が別紙のとおり大幅に強化されたところでありますが、 

昨日１０月２４日に、当会の会員事業者が広島県内で追突事

故を発生させ、さらに当該ドライバーが酒気帯び状態であったこ

とが発覚いたしました。 

各事業者におかれましては、その責任ならびに影響の重大性を再認

識し、この種事案の根絶のため、下記事項について緊急に所属運転者

等に対する指導徹底を図り、全社を挙げて 「飲酒運転の撲滅」 と

「輸送の安全確保」に強力に取り組んでいただきますよう強力に要請
いたします。 
                     

 

記 

 
１. 厳正な点呼を実施し点呼時においても呼気の状態（アルコール検知器による確認）、運転者の

顔色(目視する)、言動等に十分注意する等により、運転者の心身の状態を的確に把握し、事業

者（運行管理者等）自ら飲酒問題を見逃さないよう徹底を図る。 

 

２．運転者に対し、アルコールが運転に及ぼす影響やアルコールが体内に留まる時間等について、

あらためて指導徹底を図る。 

 

３．運転者等に対する指導及び監督を実施するにあっては、事業用自動車の運転者に対して行う

指導及び監督の実施マニュアルにより実施し、自動車を運転する場合の心構えなど、運転者が

遵守すべき事項及び交通ルール等について、再度理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

会員事業者による飲酒運転事故が発生！ 

 運転者に対する飲酒運転指導対策（活用教材等） 

◇ 飲酒運転防止対策マニュアル 

   ～令和６年９月 全日本トラック協会（ＨＰよりダウンロード） 

◇ 自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル 

   ～令和６年３月 国土交通省物流・自動車局（冊子） 

◇『みんなで守る「飲酒運転を絶対しない、させない」』 

～警察庁ホームページ（配布チラシ等） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転は悪質な犯罪行為です！ 


